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玉川総合支所街づくり課 

 

二子玉川地区におけるエリアマネジメントの取組みについて 

 

１ 主旨 

二子玉川地区におけるまちづくりについては、平成２６年９月の都市整備常任委員会

にて、エリアマネジメントによる地域主体のまちづくりを進めていくことを報告し、平

成２７年に持続的なまちづくり活動を推進する団体として、「二子玉川エリアマネジメン

ツ（以下、「団体」という。）」が設立された。同団体は、多摩川河川敷の水辺空間の利活

用や公益還元事業、キッチンカー等による収益事業を展開しながら、地区の価値向上に

資する主体的な活動を実施し、令和２年２月には世田谷区第一号の都市再生推進法人に

指定された。 

今般、同団体から、自ら業務を行うために必要な計画として、都市再生整備計画（素

案）が７月１日付で区へ提出され、提案された内容について、「世田谷区都市再生推進法

人の指定等に関する会議」で審議の結果、区として都市再生整備計画（案）を作成して

いくことを決定した。 

この度、同会議の審議を経て、都市再生整備計画を策定したので報告するとともに、

関連事業として、同団体による二子玉川駅交通広場を活用した屋外広告物事業の実施に

ついて併せて報告する。 

 

２ これまでの経緯 

平成１９年     都市再生特別措置法改正（都市再生推進法人指定制度の創設） 

  平成２７年 ４月  二子玉川エリアマネジメンツ設立 

  平成３１年 １月  二子玉川エリアマネジメンツが一般社団法人格を取得 

  令和 ２年 ２月  都市再生推進法人の指定 

            都市整備常任委員会（都市再生推進法人の指定の報告） 

        ７月  都市再生整備計画（素案）の提案を受理 

            区にて都市再生整備計画（案）を作成することを決定 

  令和 ２年１０月  都市再生整備計画の策定 

            

３ 都市再生整備計画の概要 

本計画について、裏面のとおり「まちづくりの目標」「目標を達成するために必要な事 

業」「計画期間」を策定した。（別添資料１ 都市再生整備計画（二子玉川駅周辺地区）参

照） 

 

 



（１）まちづくりの目標について 

① 大目標 

回遊性のあるまちづくりを推進し、にぎわいと自然環境との調和がとれた二子

玉川地域の魅力向上を図るとともに、地域住民の防災意識・河川や公園の自然環

境の保全意識を醸成する。 

    ② 小目標 

・まち、都市公園、河川敷が一体となった地域のにぎわいの創出 

      ・啓発活動等による地域住民の防災意識と自然環境の保全意識の向上 

 

  （２）目標を達成するために必要な事業、計画期間について 

    上記の目標を達成するために、継続して取り組んできている河川敷地（兵庫島公園

付近）における清掃・美化活動、駐輪や夜間利用のマナーアップ啓発、災害時の避難

対策等の水害防災啓発の実施のほか、公共空間（道路・河川・都市公園）を活用した

「官民連携まちづくりの取組み」として、以下の事業を策定した。 

       なお、国土交通省京浜河川事務所による多摩川堤防整備が令和２年度～６年度で予

定されていることから、本計画期間は令和２年度～６年度と定めた。 

 

① 都市再生整備計画の特例制度を活用した事業 

・兵庫島公園周辺でのキッチンカー等による飲食店・売店事業【河川敷地占用許可】 

・兵庫島公園周辺でのアウトドアオフィス事業【河川敷地占用許可】 

          事業主体：一般社団法人二子玉川エリアマネジメンツ（都市再生推進法人） 

計画期間：社会実験 令和２年度～３年度 

本格実施 令和３年度～６年度 

    ② 関連事業 

・二子玉川駅交通広場における屋外広告物事業【東京都屋外広告物条例第 30 条（特 

例許可）】  

事業主体：一般社団法人二子玉川エリアマネジメンツ（都市再生推進法人）  

計画期間：令和２年９月～令和５年９月 

（東京都からの答申に基づき、３年間の許可期間で事業を実施） 

 

なお、屋外広告物事業については、都市再生整備計画（素案）では道路占用許

可特例制度を活用した事業としての提案であったが、交通管理者等との協議の中

で、既に占用許可を受けている工作物を活用した事業であり、交通上阻害がない

との判断を受けた。そのため、特例制度の活用は不要となったことから、都市再

生整備計画には、関連事業として位置づけた。 

 

 



４ 今後のスケジュール（予定） 

  令和 ２年１１月  区から河川管理者へ河川敷地の占用に関する規制緩和の要望書            

を提出 

            河川管理者による手続き（都市・地域再生等利用区域の決定、占          

用方針の策定、占用主体の決定）   

       １２月  屋外広告物事業の開始 

  令和 ３年 １月  河川敷地利活用事業について社会実験の開始 

 






















